
２ 全国の協議会設置自治体一覧 

 

３ 全国の協議会の立ち上げの事例 

 

４ 全国の協議会の活動の事例 
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５ 気付きから見守りネットワーク（協議会）による対応の事例 
 

滋賀県野洲市 
人 口 ５０，７１１人（令和５年１月時点） 

協議会 
設置年月：平成２８年１０月設置、設置形態：新規、構成員数：１０団体 

見守りネットワーク協定事業者：５２団体、消費生活協力団体：１０団体 

 

野洲市見守りネットワーク事業について 

野洲市見守りネットワーク事業は、協力事業者・協力団体のみなさまの日常業務の中

で、“ゆるやかな見守り”を行うことを趣旨としています。 

ここでは、基本的な方針を示していますが、記載外の内容で判断に迷う場合は、野洲

市市民生活相談課までお知らせください。 

 

Q1.「野洲市見守りネットワーク」とは、どのようなものですか？ 

A1. 野洲市くらし支えあい条例第 27 条に基づき、これまで行われてきた地域による見

守り活動をさらに発展させて、市、事業者及び自治組織等の協力を得て、高齢者や

障がい者、子ども、生活困窮者等の対象者が住み慣れた地域で安心して安全に暮

らせるよう見守り・支えあう仕組みです。 

    みなさんの日常の中で、「普段と様子が違う」「困ってそうだ」「少し心配」などの

“ちょっとした異変”をキャッチされたとき、市民生活相談課までご連絡をいただくと、

状況確認を行い、関係機関と連携して支援をしていきます。 
   
Q2. 対象は高齢者だけですか？どんな人の異変でも連絡していいのですか？ 

A2. 対象者は高齢者に限らず、広く市民の“ちょっとした異変”に気づかれたら連絡をお

願いします。配慮が必要となる市民の多くは、自ら相談できないケースが多くありま

すので、みなさんの気づきで少しでも早く発見し、支援につなげてください。 
 
Q3. どのような場合に連絡すればいいのでしょうか？ 

A3. 「野洲市見守りネットワーク“気づき”ＦＡＸ連絡票」（67 頁）にある『気づいた点』な

どを参考に、みなさんが行う、各家庭への訪問や店舗等での営業など、日常業務の

中で、異変に気づかれた際に連絡をしてください。 

例えば、自宅を訪問したとき、郵便受けに新聞や郵便物が溜まっている、 ゴミを溜

め込むようになった、また、お店に服装が不自然なまま来店したなど、ちょっとした異

変に気づいた際には連絡をお願いします。 
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また、気づいていたのに連絡ができなかった場合でも、何か責任を問われるもので

はありませんのでご安心ください。 
  
Ｑ4． 連絡の方法はどうすればいいのでしょうか？ 

Ａ4． 連絡については、伝達漏れを防ぐため、まずは市民生活相談課にお電話をください。

その後、「野洲市見守りネットワーク“気づき”ＦＡＸ連絡票」に記載いただき、市民生

活相談課まで FAX を送信ください。 

なお、対象者名等の個人情報についての記載は不要です。FAX 受信後、追って市

民生活相談課から確認の連絡をいたします。 
 
Ｑ5． どこに連絡すればいいのでしょうか？ 

Ａ5．ちょっとした異変に気づかれたときは市民生活相談課までご連絡ください。（平日

の開庁時／8：30～17：15） 

虐待が疑われるケースについては、下記表を参考に直接ご連絡ください。「虐待か

どうかわからない」「どこの窓口に該当するか分からない」などの場合は、市民生活

相談課までご連絡をお願いします。 

また、開庁時間外（夜間・休日）の虐待連絡については、市役所の代表連絡先まで

ご連絡をお願いします。 

なお、緊急事態（倒れている、暴力を受けている等の生命・身体の危機）の場合は、

消防・救急（119）や警察（110）へ速やかに連絡してください。 

【連絡先電話番号一覧】 

◎ちょっとした異変の気づきや 
��該当する連絡先がわからないとき 

市民生活相談課 
０７７（５８７）○○○○ 

▽
虐
待
対
応

高齢者虐待が疑われるとき 
地域包括支援センター 
０７７（５８８）○○○○ 

児童虐待が疑われるとき 
家庭児童相談室 
０７７（５８７）○○○○ 

障がい者虐待が疑われるとき 
地域生活支援室 
障がい者虐待防止センター 
０７７（５８７）○○○○」 

▼虐待に関する夜間・休日の連絡窓口 
野洲市役所代表 
０７７（５８７）○○○○ 

■緊急事態（倒れている、暴力を受けている等
の生命・身体の危機など） 

消防・救急 119 番 
警察      110 番 
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Q6. 連絡をした場合、どういった対応がされるのですか？ 

A6. みなさんから“気づき”をいただいた場合、まず、市民生活相談課が対象者との関

係がある部署や関係機関へ連絡し、状況確認等を行います。 

例えば、高齢者の場合は地域包括支援センターに、児童やひとり親の場合は子育

て家庭支援課や家庭児童相談室、障がい者の場合は障がい福祉課や地域生活支

援室等へ連絡し、関連する部署等がない場合は市民生活相談課が状況確認を行

います。 

その後、医療受診が必要、サービスの見直しが必要等、支援が必要であると判断し

た場合は、安心して暮らすことができるよう支援を提供していきます。 

なお、情報提供者への状況確認の報告については、個人情報の保護に関する法律

に従い対応します。 

 

Q7. 市に連絡した場合、「誰が連絡をしたのか」等の情報は対象者へ伝えられるのでし

ょうか？ 

A7. 対象者に情報提供元の情報を伝えることはありません。家庭訪問等の際は、「この

地域の高齢者訪問を実施している。」等で状況確認を実施します。 

なお、情報提供の同意が取れている、訪問等の希望について確認が取れている状

態で連絡をいただいた場合は、みなさんから情報提供があったことを伝える場合も

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注意：個人情報の取扱い  

見守りネットワークは、個人の生活に直結する見守りの仕組みです。そのため、見守りネット

ワークの運用及び推進に関する個人情報の保有、収集、利用及び提供にあっては、個人情

報の保護に関する法律の規定により行います。 

見守りネットワークの活動により知り得た個人情報については、この活動の目的以外に  

使うことはできません。また、他人に漏らすことも禁じています。また、このネットワークがなくな

った後も、同様ですので、ご留意ください。 
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野洲市見守りネットワーク“気づき”FAX連絡票

◎ 気づいた点 ※該当項目にチェック ◎

□ 訪問したが応答が無い。（家の電気が点いたまま、ドアが開いているなど）

□ 郵便受けに新聞や郵便物がたまっている。

□ お金の勘定が出来ない、同じものを頻繁に購入している。

□ 老人会や地域の集まり、行事にいつも参加していたのに、急に来なくなった。

□ ゴミをうまく分別できなくなった、またゴミをため込むようになった。

□ 見慣れない人が家に出入りするようになった。

□ 金融機関、コンビニ等で不自然にお金を下ろそうとしたり振り込もうとする。

□ 宅配便を届けたときに、頼んだ覚えがない商品だと不審がる。

□ 家賃や自治会費等の支払ができず、生活に困っているようだ。

□ 頻繁に罵声が聞こえたり、物を投げる音がする。

□ 衣類や身体が不潔、または服装が不自然なまま外出している。

□ 常に泣き声が聞こえる。

□ 不自然なあざややけどがある。

□ 無表情や大人を見るとおびえる様子が見受けられる。

□ 早朝、夜間に子どもが一人で歩いている。

□ その他、異変等が発生していると推測できる状況のとき。（下記に記載）

野洲市市民生活相談課あて Fax 077‐586‐○○○○

年 月 日（ ） ：送信日時

協力事業者名
協力団体名

－ －連絡先（電話）

記入者名

有 ・ 無 （備考： ）
情報提供にかかる

本人同意

※市民生活相談課記入欄（以下は記載不要です。）

生年月日当事者名

電話番号
野洲市

住所

～ながれ～

①気づきを発見

②相談課へ電話

③FAX送信

④相談課から連絡
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協力事業者・協力団体

野洲市見守りネットワーク対応フロー図

市民生活相談課へ
連絡（電話+Fax）

対象者
（要配慮市民等）

高齢者・障がい者・子ども
生活困窮者等気になる市民

・家庭訪問の際
・来店時 など

緊急事態！
生命の危機

緊急通報

・倒れている
・意識もうろう
などの体調不良

救急：119番 警察：110番

・本人や発見者に
危害が及ぶ恐れ
がある

市民生活相談課が
関係機関へ連絡
状況確認等

市民生活相談課
関係機関による

対応など

個
人
情
報
に
配
慮
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

※緊急事態の場合は、救急や警察へ
速やかに連絡してください！
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◎見守りネットワークにより解決を図った事例 
 

１ 金融機関（消費生活協力団体）が、認知症の疑いのある方を福祉部門につな

いだ事例 

  金融機関の窓口に高齢男性が「午前中に引き出したはずのお金がなくなった。」と再

来店があった。話を聞くと、通帳と印鑑も紛失されたようだった。一度自宅を探してみると

のことで帰宅されたが、しばらくして電話があり、「何をしないといけないのだった？」と通

帳・印鑑を探すことを忘れてしまっておられた。 

認知症の疑いを心配された金融機関が、消費生活センター（協議会事務局）に電話

連絡を入れ、消費生活センターから地域包括支援センター（協議会構成員）へ支援状

況を照会したところ、現状は何も支援をしていないとのこと。地域包括支援センターから

「本人に対して『地域包括支援センターからの連絡を入れるため、（本人の）連絡先を地

域包括支援センターへ教えていいか』の了解を取る、もしくは、本人から地域包括支援セ

ンターに連絡するよう伝えてもらえないか。」と提案があり、その旨を金融機関に伝え、対

応を進めていただいた。金融機関の丁寧な説明により、本人自身が支援の必要性を理

解され、地域包括支援センターにつなぐことができた。 

 

２ 金融機関（消費生活協力団体）の機転により消費者被害の拡大を防止した事例 

高齢女性が占いサイトの利用料を振り込みたいと来店。占いサイトではないが、過去

にも家族が介入して支払いを止めた経緯があり、今回も家族へ連絡したが、電話が繋

がらなかったため、消費生活センターへの相談を勧めたが、本人は利用に納得している

と主張された。本人同意の得られない状況であったが、金融機関から消費生活センター

へ連絡し、消費生活相談員が本人と話したところ、本人は利用に納得していることから、

憤慨されていた。同日中に家族から金融機関へ連絡があり、最終的に、占いサイトの利

用サービスは解約された。家族と地域包括支援センターが既に支援に向けて連携は開

始していたので、今回の件を情報共有し、継続的に見守りを行っている。 
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 ３ コンビニ（見守りネットワーク協力事業者）の声掛けにより、ワンクリック詐欺を

未然防止できた事例 

ワンクリック詐欺の手口により「登録料金 35 万円を払え、払わなければ内容証明を

送る」と言われ、プリペイドカードの購入のためコンビニに来店した高齢男性に対し、コン

ビニの従業員の適切な判断で、「詐欺だから市役所に相談に行くように」と促されたこと

により、本人が消費生活センターに相談され、詐欺被害の未然防止につながった。 

 

 

  

 

 

 

 

 

４ 地域で解決した事例 

「訪問販売で高額な布団を買ったら、息子に『高すぎる』と叱られた」と、80歳代女性

から、民生委員が相談を受けた。 

そこで、民生委員は、近くの自治会館に本人をお連れし、そこで自治会長等も集まって

相談を受けられた。本人は「市役所に連絡しにくい」と言われるので、民生委員から契約

書に記載のある事業者に電話をし、「本人が解約したいと言っている」と断った。あわせ

て、事業者には、平時から、自治会長や民生委員らは、地域ぐるみで女性の相談を受け

ていて、見守り活動をしていることを伝えることで、今後の抑止力にもなった。 
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